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○委員長（山口憲一郎委員）

それでは、始めさせていただきたいと思います。 

皆さんおはようございます。今日もよろしくお願いいたします。 

定足数に達していますので、ただいまから第３回長与町議会議員報酬に関する調査特

別委員会を開会いたします。 

なお、欠席の方が３名、分部委員、安藤委員、吉岡委員から欠席届が出ておりますの

で、お知らせをしておきます。 

まず最初に、委員会召集通知には、事案番号１、議員の活動状況調査について協議す

ることにしていましたが、議員報酬に関する考え方については関連があり、また基本的

な考え方を理解した上で調査を進めていく必要があると判断いたしましたので、活動状

況調査の前にこの件から協議を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。皆さんそれでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

了解を得ましたので、説明を事務局からお願いをいたします。 

富永課長。 

○議事課長（富永正彦君）

おはようございます。それでは、今、委員長から出ました議員報酬に関する考え方に

ついてという資料をお開きください。 

まず１番目ですけども、議員報酬試算の方法ということで議員報酬の算定については、

一般的に次の方法が考えられているということで３つの積算方式を示しております。 

（１）原価積算方式。議員報酬は議員活動という役務に対する対価であるとの考えに

基づき、地方自治法及び会議規則に基づく議会活動、一般的に公務と認められる議員活

動など議員の活動量と町の首長の活動量を比較して議員報酬を求める考え方で、議員活

動の調査が前提となります。算式につきましては、議員報酬月額イコール、長の給与月

額、掛ける議員の活動換算日数、割る長の職務遂行日数ということで求められるとして

います。 

２番目の比較方式ですけども、類似団体との比較について人口面積等が考えられ比較

する自治体議会を取り巻く環境が違っているために単純に数字や比率の比較だけで、活

動実態の把握はなかなか難しいという面もあるということでまとめております。 

３つ目の収益方式ですけども、議員の町政に対する貢献度で報酬額を決める考え方と

いうことで、貢献度の指数化のための評価の考え方や具体的手法などが確立していない

状況でありますので、この評価はなかなか現実的に難しいのではないかということで考

えられております。以上３つが試算の方法ということで上げさせていただいております。 

２つ目ですけども、全国の町村議会議長会の標準案ということで、議員報酬について

は町村議会からの要望にこたえて、全国町村議会議長会の政策審議会で以前検討されま

して、原価方式の長の給与月額を基準とした標準を示しております。 



示している比率ですけれども全国標準比率ということで、議長が長の給与月額の４

０％ないし５４％相当額、副議長が長の給料月額の３３％ないし３７％相当額、議員が

長の給与月額の３０％ないし３１％相当額ということで、この全国標準比率の根拠でご

ざいますけども、先ほどの全国議長会が実態調査を行いまして、長の年間職務日数を３

３０日、一般議員の活動日数を１０３日、議会活動５５日、日常議員活動同日数が４８

日ということで、この１０３日を３３０日で割りまして、３１.２％という数字を出し

ております。尚、議長については議会を代表する活動などを考慮した比率、副議長につ

いても議長の職務代行などを考慮した比率を採用しているというところでございます。

参考までに神奈川県の葉山町の事例ですけども議員報酬のあり方報告書という中で、調

査した結果では、議員の活動日数は１２７日、町長職務遂行日数は２７４日となり、首

長比率は４６.３％となっております。葉山町は人口約３万４,５００人、１万４,３０

０世帯、２８年度当初予算は９３億３,９００万円。議員報酬月額は４０万円となって

いるところでございます。 

次のページにまいりますけども（２）です。人口段階別標準比率、前記の標準比率を

ベースとしながらも、人口規模によりやはり活動日数に差異があるということで、人口

段階別標準を採用する手法がとられております。これも先ほどの全国議長会の数値でご

ざいます。表のとおりでございまして、全国標準を１としたときに５,０００人未満が

０.９、５,０００人から２万人未満が１.０、２万人以上が１.１ということで格差指数

が標準として示されております。本町の場合は全国標準とほぼ同率が採用されておりま

すけども、２万人以上の格差指数は考慮されていないということでございます。 

３つ目に原価方式についてでございますが、先ほどご説明した議長会の首長との比率

を標準とする方式ですけども、その前提となるのがどうしても議員活動の調査というこ

とでございまして、調査によって議員報酬改定の根拠も明確になるということで示させ

ていただいております。調査内容については、後で説明しますが活動状況調査要領に記

載のとおりということでございまして、長の給与額を基準とする理由ですけども、そこ

で四角で囲っておりますが、①議員も長もともに公選により就任する特別職であり、と

もに住民に対して政治責任を負う地位にある。②議員報酬は当該団体の財政事情、住民

所得水準、一般職員給与との比較など、諸般の事情を総合的に考慮し決定することが適

当とされている。これらの事情は、町の給与額の決定の際にも考慮されていることから、

長の給与額を基準とすることは、これらの事情を考慮した議員報酬になっていると言え

るということでございます。 

４つ目ですけども、類似団体との比較についてでございますけども、１項の（２）に

記載のとおり比較の対象など難しい問題もございます。特別委員会の調査では、前回お

示しをさせていただいた県内２１市町の首長給与と議員の報酬比較表、２６年度の決算

の概要、２７年度決算歳出に占める議会費等の比較検証表などを利用した比較検証を行

うべきということで書かせていただいております。 



次のページにまいりますけども、５ですね、町村議会と市議会議員報酬の格差でござ

いますが、町村議会と市議会の議員報酬の格差については、全国議長会の議員報酬のあ

り方についての中で、次のように解説がしてございます。四角の中ですが、①町村議会

の議員報酬水準は改善しつつあるが、市と対比すると格段の差がある。これは行政機能

の差、審議案件や審議日数の多少によるものであろう。今後、町村議会における議会活

動の活発化、積極化に伴い、この格差は縮小に向かうと思われる。②本案で示した議長

４０％、副議長３３％、議員３０％の数値は、市議会の議員報酬に比べるとようやく人

口規模最小段階５万人未満の市に近い程度のもので、報酬水準としては決して高いもの

ではないが、市と町村の諸条件を相対的に考察した場合、適当な標準と考えるとされて

おります。全国議長会議では、比率につきましては、５万人未満の市に近づいたと記載

されておりますけども、本町より人口が少ない６市の報酬額の方がまだ上ということで、

近づいてはいないということでまとめさせていただいております。 

最後の６番目ですけども、本町の議員報酬の改定の考え方でございますが、１、議長

会が示している報酬の考え方、長の職務遂行日数に対する議員の活動日数の比率ですね、

これを長の給与月額に乗じて算定をする原価方式を従来から採用をしてきております。 

今回も継続すべきと考えるところでございます。 

２つ目、議員の活動調査議員報酬改定の根拠にもなることから調査が必要であり、類

似団体との比較についてもあわせて調査する必要がある。 

３つ目、議員報酬の妥当性について最終的に評価判断するのは住民である。参考人聴

取や議会報告会での意見聴取などを通して、丁寧な説明と情報公開に努めることが必要

である。ということでまとめさせていただいております。 

これを共通認識というか、踏まえた上でもう１つの議員活動状況調査要領（案）とい

うホッチキス留めをご覧ください。 

まずはじめに、議員報酬は生活給ではなく、職務の遂行に対する役務の対価であると

されている。一方では、議会の活性化の観点から若い世代が議員になっても、社会生活

が維持できる生活給的な議員報酬のあり方も求められているところです。このことから

役務の状況を明確にすることは、議員報酬の議論をする上で意義があるということで、

調査の目的でございますけども議員報酬が役務の対価である以上、議員の活動状況把握

が必要である。議員活動調査は議員活動の範囲を明らかにするとともに、住民への説明

責任を果たすことを目的として実施をするということでございます。 

３つ目、議員活動の範囲、議員の活動は地方自治法及び会議規則による議会活動のほ

か、法定外ではあるが公務性の高い議員活動など、複雑多岐に渡っています。 

調査に当たっては、活動区分を次の３つに分け分類し調査するとしております。 

大きく３つＡ・Ｂ・Ｃの区分をまとめさせていただいております。 

区分Ａでございますけども、法定上の会議、公務上の議員活動ということで、①の本

会議から⑦視察対応のところまでを法定上、公務上の議員活動ということで整理をさせ



ていただいております。 

区分Ｂ、法定外の会議、公務性のある議員活動、これは区分Ａに付随する法定外の会

議・協議・打ち合わせ等を区分をさせていただいております。 

区分Ｃでございますけども、ここは客観性に乏しいですけども、公務性が高い議員活

動ということで、①町主催行事への出席、②自治会及び各種団体主催行事への出席、③

住民から受ける相談活動、④区分Ａに付随する活動、これは区分Ａ、本会議等ですね、

一般質問や討論の準備、報告書の作成等をイメージしております。 

めくっていただいて調査の基準でございます。改選に伴いまして１年目の議員が５月

からスタートということで、１年間を調査するということで、２７年の５月１日から２

８年の４月３０日まで、この１年間の議員活動を調査の対象とさせていただくというこ

とで書かせていただいております。 

５、調査の内容、先ほどのＡＢＣの区分により、別紙１、活動状況調査表に記載する

ということでしております。区分Ａにつきましては、議会事務局の方にデータがござい

ますので、こちらの方で作成をするということにしております。区分Ｂと区分Ｃについ

ては、様式に従い議員自身が記載をするということにしております。 

６、記載上の留意事項、様式の方もあわせて見ていただきたいと思います。２枚ござ

います。区分活動ＢとＣですね。（1）区分Ｂの①、区分Ａに付随する法定外の会議・

協議・打ち合わせ等については、区分Ａの活動日以外、例えば本会議等の打ち合わせを

したとしても、本会議でカウントされてる日は、区分Ｂではカウントしないということ

で、区部Ａの活動日、その日以外に行ったものについて日付と内容等を記載していただ

くと。（２）区分Ｃの②自治会及び各種団体主催行事への出席の考え方は、議員自身が

自治会及び各種団体の役員、主催者側であるときは議員活動に含めない。同様に③住民

から受ける相談活動についても、自治会及び各種団体の役員として受ける相談は議員活

動に含めないとしております。（３）区分Ｂの活動時間及び区分Ｃの時間団については、

移動及び拘束時間も含め時間台単位で記載をしていただくということで考えております。 

調査票の提出につきましては、１１月の１８日の１５時まで。提出は議会事務局まで

ファクス・メール・持参の方法によるということでまとめさせていただいております。 

様式は、今の２枚ですね。活動区分ＢとＣ、これは活動区分Ｂの分につきましては、

区分Ａ付随する法定外の会議・協議・打ち合わせということで、日付と内容と場所と活

動時間という枠をつくっております。活動区分Ｃにつきましては５月からスタートして

４月までのそれぞれの町主催行事だとか自治会行事等々当てはまるところに回数と時間、

拘束時間も記載をしていただくということで、表をつくらさせていただいております。 

以上が資料の説明になります。よろしくお願いします。 

○委員長（山口憲一郎委員）

ありがとうございました。ただいま説明をしていただきましたけども、議員報酬に関

する考え方と議員活動状況調査要領について、２つテーマが出ておりますけども、一遍



に行いますと混雑しますので、まず最初の資料をもとに、ただいまから質疑をしていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

質疑、意見ありませんでしょうか。 

饗庭委員。 

○饗庭敦子委員

最初の議員報酬試算方法の３つ、方式が上げられてますけれども、これは何をもとに

この方式が上げられているのか教えてください。 

○委員長（山口憲一郎委員）

喜々津委員。 

○喜々津英世委員

これは文書の中でも出てきましたけれども、全国町村議会議長会が議員報酬のあり方

についてという報告書をまとめておりますけれども、その中で、こういった方式があり

ますよ。ということでございます。その後、いろんなところ、例えば葉山町を出しまし

たけれども、そういったところでも、こういった文言を出されてずっと検討をされてい

るという経過がありましたので、ここに３つの方式があるのだということで、まずご理

解いただくために載せております。以上です。 

○委員長（山口憲一郎委員）

饗庭委員。 

○饗庭敦子委員

それでは全国町村議会議長会の中で出ている試算の方法ということで理解して、その

分が１に載ってて、次の標準案も全国町村議会の分なので、すべて全国町村議会からと

いうことで理解したらいいのでしょうか。 

○委員長（山口憲一郎委員）

喜々津委員。 

○喜々津英世委員

基本的に今の長与町の議員報酬の考え方というのが、これにのっとってやっておられ

ましたので、それを中心にしてこの考え方というのを組み立ててみました。以上です。 

○委員長（山口憲一郎委員）

よろしいですか。他に。 

竹中委員。 

○竹中悟委員

４番目の類似団体の比較ということありますけど、高い方ばかり書いてあるけど、安

いとかそういうところは、もう始めから高いありきで上げるありきの中ではなくて、や

っぱりこういうとき出すときにはもう少しレベルの低いところも私は参考として出すべ

きだと思うんですが、あとの分については、要はパーセンテージとかいうのは、ほとん

どの規格にのっとってやってると思うけど、この４番目の類似団体のことについては、



高いとこだけ出して、安いとこ出さないのかなと、参考になるのかなという気持ちもあ

ります。それだけです。 

○委員長（山口憲一郎委員）

喜々津委員。 

○喜々津英世委員

４番目の類似団体との比較についてのところだと思うのですが、これは基本的に第１

回、第２回で資料出しました県内の状況ですね。今のところこれだけです。 

そして、１番最後の３ページの６の本町の議員報酬改定の考え方ということで、

（２）でも類似団体との比較についてもあわせ調査する必要があるということで、まだ

これから具体的にそういったものを出した上で検討していくということになります。 

○委員長（山口憲一郎委員）

竹中委員。 

○竹中悟委員

ですから、前もらった資料は県内であって、そして今度出したのは県内ではないわけ

ですね。だからやっぱり出すためには、同じものの形の中のレベルで出さないと、全国

では結局どこですか、類似団体の中で出しているところは、金額が高いところでしょう

１番。そしたら県内の分で出せばよかったのにねと私はそういうふうに思っているだけ

です。 

○委員長（山口憲一郎委員）

しばらく休憩いたします。 

（暫時休憩） 

○委員長（山口憲一郎委員）

それでは休憩を閉じて委員会に戻します。 

浦川委員。 

○浦川圭一委員

神奈川県の葉山町の事例を載せておられるんですけども、私もここはちょっと以前調

べたことがあったのですが、ここは住民側からちょっと給料が高過ぎるから下げてくだ

さいというような陳情か何かが上がってですね。そこに山梨学院のこないだから言われ

るあの先生が入られて、こういう調査をずっとされてということで、一種ここは特殊な

事例だと思うんですよね。高いから下げてくれというところで、それでもまだ高い水準

にあるというような感じだと私は受けてるんですが、何でここを参考で載せられてるの

か、その意図が何なのか。ちょっとお願いします。 

○委員長（山口憲一郎委員）

喜々津委員。 

○喜々津英世委員

基本的にここは、今、この下に書いているように月額４０万、この試算を４６.３％



でしたときに３８万ぐらいになりますよ。だから基本的に議員報酬の引き下げの根拠を

ここは調査をした訳ですね。つい最近の事例でありましたので、参考までということで

載せました。根拠は何かと言えば、上げることを前提として載せてるんだと言われるか

もしれませんけれども、決してそういうわけではなくて、事例として直近のものがあっ

たものですから載せました。 

○委員長（山口憲一郎委員）

よろしいですか。他に質疑、意見はございませんか。 

堤委員。 

○堤理志委員

今回のこの議員報酬に関する考え方についてというこの文書ですね。これは調査委員

会の委員長・副委員長としてまとめられたものなのかですね、それとも事務局でまとめ

られたのか。というのは６番目のところで本町の議員報酬の改定の考え方というので、

まだみんなの総意もできてない中で断定口調で書かれて。例えば（３）で議員報酬の妥

当性について最終的に評価判断するのは住民である。という、もちろん住民がこれで妥

当だという判断を下す目線というのは必要だろうと思いますし、また別の面から言えば、

特別職の報酬審議会の存在もあるわけで、また、別の角度から見ればそういったところ

の意見も判断基準になるのではないかという考え方もあろうかと思うんですよね。です

から、ちょっとところどころで出典が何なのかというのがわからないものが、ちょくち

ょく見受けられるので、できればそれぞれの断定した形で書いてあるところについては、

（）何々からどの文書から引用されたもの、委員長・副委員長の方での考え方なのか、

それとも何らかの客観的資料に基づいたものなのかの。先ほど、饗庭委員からも言われ

たように出典をやっぱり書いたほうがいいのではないかと思うんですが。 

○委員長（山口憲一郎委員）

喜々津委員。 

○喜々津英世委員

基本的には先ほど言いましたけれども、全国町村議会議長会が議員報酬のあり方につ

いてというまとめられたものから出していますけれども、基本的にはそういった中で、

２ページの（２）の表がありますけれども、この下に注釈をつけております。これはそ

ういう全国標準と比べて、今どうなのかという。これは私がつくりましたので、私の主

観が入っていると言われれば、それも否定はしませんけれども、それからあと３ページ

のこの枠外に三角のマークで、これも載っておりませんけれども、あくまでも分析した

結果こうではないかなというのを「むしろ遠のいている」とか、これは私の主観を書い

ておりますけど。ただ、本町の議員報酬の考え方については、この後、質疑の後、皆さ

ん方に議員報酬の改定について考えていく上で、従来のやり方を踏襲しながら議員活動

の調査とかですね。そういった住民との意見交換、そういったものを通じて、最終的に

は住民が判断されるので、そういう進め方でやっていきたいということについて、皆さ



ん方にこの調査特別委員会の進め方、ここでこの６番目でお諮りをすると。１番から５

番までは、現在、やられている議員報酬の考え方の標準的なものをまとめて記載してい

るというふうに理解をしていただきたいと思います。以上です。 

○委員長（山口憲一郎委員）

よろしいですか。 

堤委員。 

○堤理志委員

ここに書いてあることを私も全否定してるわけではないのですけれども、各地方議会

で議員報酬を議論したあちこちでやられてるところがありまして、インターネット上に

もそういった資料がいろいろ出されているんですけども、そこで参考資料として出てく

るのが、当時、多分もう皆さんも見られてご存じだと思うんですけども、昭和３９年に

当時の自治省が自治事務次官通知ということで、昭和３９年５月２８日付の特別職の報

酬等についてという文書。これが非常に大元になってるみたいなんですよね。簡単に言

いますとお手盛りという形にならないようにそういう特別職の報酬を決定するに当たっ

ては、第三者機関の意見を聞いて決めるのが望ましいというのは、多分この考え方とい

うのはずっと生きてて、これがもとになって報酬等審議会なんかが全国の自治体で出て

きてるんですよね。ですからそういう経緯を踏まえれば、ただ単に議員報酬改定の考え

方の中にこれだけでいい。後から議論もするということでしたけれども、これだけでい

いのかなというのはちょっと疑問として持っております。以上です。 

○委員長（山口憲一郎委員）

喜々津委員。 

○喜々津英世委員

今、言われたのはもっともだと思うんですが、私が参考にしているのは、昭和５２年

に全国町村議会の実態調査というようなものを踏まえて、５３年７月にその報告書が提

出をされた。それを参考にしながら、そして長与町の議員報酬がこういうやり方だった

のかというのを初めて私も知りました。こういう全国標準があるということも私は知ら

なかったんですが、改めて感じました。やはりこれは議員報酬を議論するならば、こう

いった基本的なこともやっぱり知った上で、すべきではないかということで、今日、資

料として上げさせてもらったわけです。当然、これも当初から出ていますように議員報

酬を上げたいという人、いや現状維持、あるいは下げるべきだという人、いろんな考え

方がいるかと思いますけれども、今、本町の議員報酬の考え方はこうですよ。というの

をやっぱりきちっと押さえた上で議論していく。これが大事だろうと思って、今後また

この特別委員会の中でいろんなこういう資料も出せとかいうのもあるかもしれませんね。

こういう議論をしようじゃないかというのもあるかもしれませんので、今後そういった

ものを充実させていかなければいけないのではないかなあという気はいたしております。 

以上です。 



○委員長（山口憲一郎委員）

よろしいでしょうか。他にありませんでしょうか。 

それでは質疑意見もないようですので、先ほど副委員長からも説明がありました堤さ

んの質問に対しての答弁があってましたけれども。資料３ページの６ですね。本町議員

報酬の改定の考え方についてということで、今後の進め方として皆さんにお諮りをして

進めていきたいということで考えております。そういうことで１つずつ皆さんに了承を

得てまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

それでは、１番目の首長の給与月額に議員活動比率を乗じた議員報酬を求めるという

従来の方式を採用した調査を行うことに異議はありませんでしょうか。進め方として。 

浦川委員。 

○浦川圭一委員

従来の方式で求めた額が、今の給与水準ということで理解してよろしいでしょうか。 

○委員長（山口憲一郎委員）

そのとおりです。 

河野委員。 

○河野龍二委員

それは皆さんの同意を得る必要性があるんですかね。今、説明されたのは、議員の報

酬はこういう形で決まってますよ。というのをみんなで異議なしという答えをもらわな

ければいけないものなのですか。ちょっとその辺がよくわからない。 

○委員長（山口憲一郎委員）

喜々津委員。 

○喜々津英世委員

これを出したのは、今後、じゃあ具体的にどうなのかとかいう議論が出されるだろう

と思うんですが、その段階で従来からこういった方式でやってましたので、今回の議員

報酬の考え方について、これをもとにしてやっていくということをご了解をまずいただ

きたい。そうしないとそれ以外の方式で検討をしようと言ってもとてもじゃないけども、

それをとったところもほとんどないと思いますので、そういった意味で、この調査をし

ていくのは、こういった方式でやっていくのですよ。ということを皆さんのご了解をい

ただきたいというのが根拠です。 

○委員長（山口憲一郎委員）

竹中委員。 

○竹中悟委員

今の河野委員と同じような考えを持ってるんだけど、決めてしまうとその流れの中で

あげるという数字でしか、話し合いをもっていけないですね。それと同時に今の町の、

結局町長の今の比率とか活動日数の比率とか、そういう分で算出をするということなる

と特別職があげなかったら、議員は今ちょうど３０％でやってるわけだからそのままの



状態でいいということと判断ですよね。だから特別職もあげないといけない。あげない

と議員も上がらないという考えの中で進まないといけないとしかとれないですよ。この

文書から見るとね。 

だから、私はやっぱり自由な委員会が、前回か前々回か言ったと思うけれど、議長諮

問で始まってる訳だから、決定的な結論を出す必要ないわけですよ。町長諮問だったら

議会はこう考えてますからどうぞと答申をするのだけど、議長諮問だから皆さんの考え

方は個々にあって僕はいいと思う。１つにまとめようとするからそういう感覚で進まな

いといけないと思うのだけども、そうすれば今度、特別職に対しても私たちはプレッシ

ャーをかけないといけないようになってしまう。だからその辺については、少し応用に

進めていいのではないですか。と思いますけど。 

○竹中悟委員

喜々津委員。 

○喜々津英世委員

確かに結論を出したくても結論は出ないというのが、この特別委員会のやり方、ある

いは議長諮問の特別委員会だと思うのですが、ただ、私とすれば基本的に議員報酬を上

げてもらいたいという議員が要望書を議長に出して、それを受けて特別委員会が設置を

されたという経緯から見ると、どっかの段階ではやっぱり現在の報酬がこれでいいのか。 

そういった問題にも踏み込んでいかなければいけないということから考えると、基本

的にはこういった従来の方式を踏襲した上で、議員報酬のあり方を探っていくとそれが

本来のやり方ではないかなと思ったものですから、あえてここに上げたわけです。 

○委員長（山口憲一郎委員）

竹中委員。 

○竹中悟委員

ですから今の世情をみると、東京も今度は都知事が給料下げて議員も下がりますよね。 

これだったら住民側が絶対納得しないから下げるんですよ。今度、大阪も下がるという

話ですよね。名古屋は名古屋でまた下げると。６大都市は全部下げようという方向に進

んでる。しかし、うちの方は上げようと。もちろん所得が違うのだけど、だから余りに

決めつけて、あげる、あげるの、その状況で進むよりもやっぱり皆さんの意見を聞きな

がら、そして、個々の意見をそこで提出をさせてがんじがらめにしないで、次の結局、

議題にも入るのだけども、こういう堅苦しいことを何回どこに行った。住民の方はこの

回数だけでしか判断しないようになってしまう。実際の議員活動はどうなのか。といっ

た私たちの考え方は違うわけだからね。だから余り固定観念を持ってやっていくと、僕

は逆によくないと思うんですね。個々のこの１６人の意見を個々に出して最後に締める

ということが、私はベストだと一本にできないと思うよね。だから進め方も僕はそっち

の方でぜひやっていただきたい。 

○委員長（山口憲一郎委員）



他に意見はございませんでしょうか。 

西岡委員。 

○西岡克之委員

今、竹中委員が言われるように、世の中というのは下げようという流れができてるん

ですが、それはあくまでも委員も言われたように根本的に報酬の違いがあるんですよ。 

大都市というのは財政力が大きいので、議員の報酬も高いんですよ。また別に、報酬だ

けに見えていない講演会とかそういうところの報酬もかなりあるんです。まず、政務調査

費もあるんですよ。我々町というのは、根本的にそこら辺の違いを認識した上で、この議

論をしなければならないので、ここの先ほど副委員長が出されたいわゆる長の報酬の何％

というのは、これを出したらもう議論がそこでとまってしまいます。それをあえて撤廃し

てやろうというのが今回の調査なので、そこはまずちょっと出したらいけないだろうと私

は思いますし、もう１つ、竹中委員も言われたその議員活動状況調査票、これもはっきり

言って動いてない議員さんは全然動かないんですよ。それをこういう固定的なもので、そ

の云々かんぬん、あのバックデータの意味で出されていると思うんですよね。でも、これ

を出しても住民の方がもし開示でこれを見た場合に、動いてない、動いてるという形がで

きるので、これは全く今回のとそぐわないというふうに思います。 

それを超えた上で、今回、議員報酬を上げてはどうかという形が出てるんですね、もう

１つ言えば、以前も意見の中で言ったんですけど４年に一度選挙をしないといけないんで

すよ。報酬の中でやるんですね、４年間の報酬の中で、それもお互いかける金額はさまざ

まですけども、それがこれには反映されてないんですよ。そこも加味して、総体としての

考え方であげようという形で今回はこの委員会が発足したので、そこを理解して、個別の

議員の意見を付して、議長に出した方がよりいいのではないかなと平たく言えば、私はそ

ういうふうに思いますね。全部統一してこういう形でホームをつくって云々かんぬんとい

うのはちょっとそぐわないんじゃないんですかね。また、言うように、議長諮問ですから

議長にあげてしまえばそこで議長が判断していいんですから、私はそういうふうに思いま

すけどね。以上です。 

○委員長（山口憲一郎委員）

喜々津委員。 

○喜々津英世委員

まず、今の考え方、そういうやり方が１番シンプルかもしれません。ただ、例えば今、

議員の活動が全く見えないんじゃないかと、何をしてるのかわからないんじゃないか。

で報酬は高い、いろいろ言われます。だからそういった意味では、実態をきちっと我々

も把握をした上で、これは、例えば議員発議で今度出されるかもしれませんけれども、

定例会、いつかの定例会にはですね、そうしますとそれをするにしても、やっぱり、質

疑の中で、議員の活動はどうなのかと年間どれくらいしているのか。そういったことを

質疑をされたときに何も答えきれない。それで、あげようとしているのかとなってくる



わけです。ですから、私は上げる上げないというのは、まだ、資料としても出しており

ませんけれども、そういったことを考える丁寧な説明が必要だとしておりますのは、そ

ういった意味ですよね。ですから、いきなりぽっと議員発議で出して、議案を出して、

即決してというやり方はそぐわない。こういった調査を踏まえたところで、議員報酬の

問題を議論をして、議案として提案をしていくやり方をしないといけない。 

その１つずつやっぱり確実にやっていって初めて町民の理解もこれは得られないかも

しれないけども、理解を得てくれる人も必ずいるというふうに私は思って、こういった

調査等も必要ではないかということで提案をしたわけです。以上です。 

○委員長（山口憲一郎委員）

竹中委員。 

○竹中悟委員

私ばかりで申しわけないけれど、２番に入ってしまうような感じだけどね。だから、

議員活動はなんなのかと、議員は何をしてるのかというのは、こういうその結局その企

画で何回出たとか、建設で何回出たとか、こういう問題ではないんですよ。要はね。何

のため議員になったのかと個々がみんな考えることであって、住民にそれを一括して議

会はこうですよということを説明するものではないですよ。だから皆さん大志をもって

議員になってるわけでしょうから。私もそうですよ。やり方は全部違うんですよ。 

だから２番目に入って申しわけないんだけど。これ何回行って、何時までいたとか、

こういうくだらないのを出すというのはおかしいと。私たちは基本的には、政権与党で

すから東京に陳情にしょっちゅう行ってますよ。皆さんはそれは行けないから、しかし、

僕はそれは大きな大きな議員の活動だと思っている。これもちろん自費で行ってますよ。

だから年間の報酬の４分の１は、それで飛んでますよ。それはしかし僕は議員となった

自分の責任と思って、僕自身は自信持って言える。しかし、皆さんは皆さんのやり方が

全部ある。地域のことをひとつずつ掘り起こして、それを代弁者として一般質問なり行

動に移すという。それも立派な仕事だと僕はそういうふうに思ってます。 

だからこういう四角四面で何を対象にして、こういうのができたのかなと僕は不思議

でたまらない。それはちょっと僕は疑問に思ったから２番に入って申し訳なかったのだ

けど、そういう意見。 

○委員長（山口憲一郎委員）

今、竹中委員が言われますようにもうちょっと関連があったので、２番の方にもちょ

っと入ったわけでございますけども、２番目についてはまた新たに審議をしたいと思い

ますので、１番目の議題について、今、委員さんの方からこういう決め付けずに応用的

な判断でいいのではないかという意見も出ております。 

私たちとしては一生懸命、案として考えてきたわけでありまして、皆さんが、どちら

を、応用をもってと言われればそれでいいんですが。 

河野委員。 



○河野龍二委員

１つこの文書で、先ほど委員長が、これで了解してもらえるかという提案したときに、

やはりちょっと違和感を持ったのは、今後この委員会をする上で、考え方の基本になる

のはこれだろうと私もそう思うんですよね。基本になるのは。ここに限定されるとまた

議論がなかなかしにくくなるのではないかと。それはもうちょっと違うよと。この間、

考え方で確認したではないかと。それと違う意見はもう言わないでくれというふうなそ

ういう雰囲気になるのではないかということで、ちょっとそういう違和感を持ったわけ

です。次の議題にまず入るなということですけど、ちょっと触れさせていただきますけ

ども、恐らくこれを提案した委員長・副委員長は、次の議題の議員活動がいわゆる町長

との対比になるということで、こういう考え方もできるのではないかというところが、

多分含まれてたと思うんですよね。 

でも、今いろんな議論が出てますので、ですからこの考え方という限定をされるので

はなくて、いわゆる議員報酬改定の調査方法とかそういう形でちょっと変えて、４項目

めにはその他必要な内容に応じては、そのやっぱり調査を行うというぐらいに幅を持た

せてもらえば、これでも確かに今こういうふうに町長に対する報酬に対する何％のがこ

れが基本になってると。当然、２番目の類似団体も調査する必要があると。３番目は住

民の声も聞く必要があると。これ以外にやはり町の財源に対して議員の議員報酬がどれ

だけ影響を持つものなのかと今後それが長与町の財源に影響を与えないのかというとこ

ろもやっぱり考慮する必要性があると思うんですよね。 

だからそういう部分も含めて、意見が言えますよという幅を持たせてもらえれば、だ

いたいわかるのですけども、何か考え方がこれですよと。これでやってじゃあ引き上げ

ますか、どうですかというふうな議論になると堅苦しくなるなという形で思ったので、

そういうふうに言わせていただいたんですけども、１つのそういう意見として聞いてい

ただきたいというふうに思います。 

○委員長（山口憲一郎委員）

岩永委員。 

○岩永政則委員

今、１番目の議員報酬に関する考え方について、ずっと説明を受けて、そして今は最

終的に委員長からこの最後の６番目の報酬改定の考え方ということの①を確認をいたし

ましょう。ということにそういう発言があったものだから、（１）ですね、（１）を確

認するとなれば今回も継続すべきと考えるという。この断定的な表現で確認をすると今

のような河野議員のような発言につながっていくわけですよ。だからその確認というよ

りは、この今回も継続をすべきとも考えられるとか、そういう考え方でここは考えると

書いておられるだろうというふうに私は理解をしているわけですよ。 

２番目についても調査をするということで、今日は、議員活動についての活動状況調

査が本題なんですよ。次のね。だからここの６については、こういうことを考えながら



この報酬についての議論を進めていきましょう。という意味で捉えて、確認とかなんと

かじゃなくして、こういう考え方があるということで捉えていただいて、それで次に進

めて（２）にもありますように、これが今日の議題なんですよ。だからそれは全部了解

した上でのこの議題ですから、これにつながっていければいいわけですね。そういう形

で１つ１つ確認をしていくと、もう（１）を確認するとね、今のとおりの考え方であれ

ば議論する必要ないんじゃない。したがって、いろいろ今後進めていきましょうという

ことであるわけですので、次に進められていけばいいのではないのでしょうか。あんま

り断定的なことで確認、確認とすると、もうがんじがらめになって先に行けませんので、

そうじゃないわけですからね。そういう整理を委員長お願いしたいと思います。 

○委員長（山口憲一郎委員）

それぞれいい意見が出ましたので、余り堅苦しくならないように皆さんが自然と意見、

質疑が出やすいように、こういう考え方で進めていくということで皆さんご承知いただ

きますでしょうか。それでは、１番目が皆さんにお許しをいただいたので、次の２番目

に行きたいと思います。 

議員活動状況調査要領について、お諮りをいたしますけども、先ほどから関連で少し

出ていますけども、その他意見、質疑がありましたらよろしくお願いいたします。 

堤委員。 

○堤理志委員

ちょっと２点ほど要望といいますか意見がありまして、区分Ａですね。公務上の議員

活動。主にこれはもう議会活動そのものになろうかと思うのですけれども、１つはやっ

ぱり一般質問がどの程度なされているのかというのもやっぱり住民に知っていただくべ

きじゃないかという点で、例えば定例議会４回ありますけども各議員がどの程度されて

いるのか。これもやっぱり調査していいのではないかと思うのと、それからもう１点は、

区分Ｃの部分ですけれど、私は議会が終わった後に自分で議会報告をつくって、自分で

印刷して、折って、仲間と手分けして議会報告というのを地域に配布しているんですけ

れども、私としてはこれは議員活動としてやってるつもりなんですよね。 

ちょっと今回のこの区分Ｃの１、２、３、４を見るとその議員活動というのが当ては

まりませんので、例えば、先ほど竹中委員みたいに陳情に上京されたりもされてる。そ

ういうその他の活動というか。ここで区分けできないその他の活動というのを何か入れ

ておかないとこの中で分類できないものもあろうかと思うんので、それを１つ要望した

いというふうに思います。 

○委員長（山口憲一郎委員）

喜々津委員。 

○喜々津英世委員

まず一般質問の回数がどうしたかと。これは議員の評価をするための調査じゃないわ

けですね。議員の活動を調査するための調査表になります。したがって、当然、一般質



問するために事前のいろんな調査、こういったものは、区分Ｃの④で区分Ａに付随する

いわゆる本会議とか一般質問とか討論の準備とか、こういったものの中に当然入ってく

るわけですので、あくまでもこの中で、それを包括して調査をしていくとそういう考え

方でこの表はつくっております。例えば区分Ｂですね。法定外の会議・協議・打ち合わ

せとか、こういったもの中にそういった活動は当然入ってくると思います。報告会とか

ですね。ただし、これは今までやっておられるところのそれを見ますと、政党活動とか

こういったものは省きますよと、そういうものが議員活動とは離して考えないといけな

いというのが、今まで調査をされたところの実態のようですので、ここはそういったも

のを触れておりませんで、区分Ａに付随する法定外の会議とか協議、こういった中にそ

ういったものは含めていただいて結構だというふうに考えております。 

○委員長（山口憲一郎委員）

堤委員。 

○堤理志委員

ちょっと誤解されてるのかもしれませんけども、私個人で作成した政党じゃなくて私

個人の議員活動の報告をつくってるんですよね。自分が一般質問をしました。この議案

についてはこう思います。それを自分で作成して、何日かに分けて配ったり、これは自

分は議員活動のつもりでやってるので、これはもう公務性があるかと言われたら公務性

はないと思う。どちらかといえば区分Ｃの客観性に乏しいが公務性が高い。でもこうい

うのはもう入れられないということになるんですかね。自分の活動の中に。 

○委員長（山口憲一郎委員）

喜々津委員。 

○喜々津英世委員

これは入れてくださいという意味です。それは当然、議員として自分の支援者とかに

例えばそういう報告書、議会報告を作る時間あるいは報告、会話をする時間、こういっ

たものは当然、法定外の会議とか、あるいは報告書の作成とかしてますので、こういっ

た中にも入ってきますからそういうのを入れていただいて結構だと。以上です。 

○委員長（山口憲一郎委員）

いいですか。 

竹中委員。 

○竹中悟委員

僕は心配してるのは、皆さんの意見は同じだと思うのだけど、活動の方法は全部違う

のですよ議員がね。だから、こういうとこで今まで欄を出していただいてるところに何

回出席したからね、住民から見たら出席回数が通知表になってしまうんですね。だから

非常に誤解されやすい。そして先ほど政党のことと言われたけど、政党は政党で僕たち

は利用してるだけであって、陳情というのはやっぱりこのインフラ整備、僕はインフラ

整備を専門でずっとやってるけど、それについても大きな大きな僕は議員活動だと思っ



てますよ。こういう出席こそ逆に議員は僕は必要ないと思う。自治会長さんとかやっぱ

りそういう方々が、出席をもちろん議員も出席するのが好ましいけどね。これが活動と

いうふうに考えると僕は議員をやめた方がいいと思うね。やはり議員というのは皆さん

やっぱり長与町をよくしようと思って、自分で頑張ろうと言って個々にやり方が違うだ

けであって、なられてるわけだから。それとあと行政の２元代表制の中で監視をすると

いう大きな役割とその提案型のやつとその２つを持ちながら活動をやってるわけだから、

こういうので評価されたら非常に僕は不愉快ですね。だから僕は出すつもりはありませ

ん。もうここで言っときます。 

それと自治会と自治会からの行事というのもありますけど、個人的に言わせていただ

くと、私たちの自治会は、皆さんご存じのとおり特殊な自治会ですので、自治会で１回

も呼ばれたことないです。この３０年間。というのは、ある政党の方の選対長と後援会

長が幹部にいらっしゃいますので、呼ぶなとまずそういう声がかかりますので、ですか

ら敬老会にしてもあいさつを１回もさせてもらったことないです。毎回、政党の方がさ

れてます。そういういろんな環境があると思うんですね。皆さんにもね。ただ、その中

でベタにこれを出せと言われても出せませんよ。はっきり言って。だってこれで評価さ

れるということだったら、もう議員なんてやれないもん。はっきりいって。 

○委員長（山口憲一郎委員）

喜々津委員。 

○喜々津英世委員

先ほども言いましたようにこれは評価するための調査ではないわけですね。したがっ

て、確かにそういう特殊な事例もあるかもしれませんけれども、そうじゃない人たちも

いっぱいいるわけで、これは名前を全部公表して、例えば竹中議員の年間の活動はこう

でしたと。これを公表するわけじゃないわけですので、そしてもう１つ個人的に陳情に

も行っていると議員活動であれば別に問題ない。自民党例えば県連とか自民党長与支部

とかの主催のもとで参加されたということであれば、これは政党活動だというのが先に

調査を実施されている議会の考え方ですので、それは議員活動ということであれば、

堂々とそれを書いていただく。あくまでも評価するためのことではなくて、議員がどれ

だけどういう活動をしとるかと。それが首長比率が全国の標準はそうだけど、長与の場

合にどうなっているのかと。当然、活動が多ければ、もう少し首長比率を上げてもいい

のではないかという議論になってきます。そういった意味で、実態をやっぱりまず把握

することが大事だというのがこの調査の目的ですので、あくまでも評価をするための調

査ではないというふうにご理解いただきたいと思います。 

○委員長（山口憲一郎委員）

竹中委員。 

○竹中悟委員

だから評価するんじゃなくて、書類として残るのであれば内容を知らない人がもし見



たとすれば、それが１つの評価の対象になるということを僕は言ってるんですよ。だか

らこれを出したことによって、どういう効果があるのかな。議長が見て終わりなのかな

ですね。それと私たち先ほど言われたけど、ちょっと政党のことについても個人で自費

で払って行っているわけだから、当然、議員個人の活動ですよ。だからそれについて色

分けをするという方法もできないんですよ。ただパイプがあるからそこを使うというだ

けであって、だからそういう部分では、個々に皆さん結局違うと思うのですよ。だから、

僕のがすごいとかそういうことではない。自治会で緻密に活動されてるのもすごい活動

だし、皆さん個々に活動をやってらっしゃるわけで、個々に結局どこの課から出たとこ

ろに何回行ったとかいう数字は逆に必要ないでしょう。逆に評価ということに使わなく

ても何も関係ないでしょう。何回行ったからなんですか。それだけですよ。僕はそうい

うふうに思います。だからこの書き方も非常に誰がなんのために見るのかなという感じ

がします。これは私の私見です。 

○委員長（山口憲一郎委員）

それぞれ意見が出ておりますけども、やるかやらないかというところの議論ですので、

それぞれ考え方があれば出していただきたいなという思いがしております。 

ありませんでしょうか。 

河野委員。 

○河野龍二委員

いろいろ議論が出てますけど、僕も１番最初に、この委員会が始まったときにその議

員の活動の部分も出したらどうか。というやはり先ほどちょっと言われた議員の日常活

動がよくわからない。というふうに。四六時中ついてる人ならよく出て行ってると、夜

も遅く帰ってきているというふうにも思われるかもしれませんけども、大方の人は日常

の僕の活動なんか見てないわけですから、それはわからないというふうに思うんですよ。

ただ、じゃあどこで議員が活動しているかというのは、やっぱり一定数値を出さないと

いけないと思うんですよね。先ほどから言われるように、これがもととなる報酬のもと

となる基準の日数になるのではないかなと。例えば皆さんから出した部分が、平均１５

０日あったとかそういうふうになると、この報酬でいいとかというふうな部分が出て、

８０日しか活動してない。じゃあ、報酬はこれでいいのかというふうな基準になる部分

なのかなというふうに思いますので、僕はあんまり心配せずにこういう活動しているの

だというふうな形で出していいのではないかな。懸念されるならばもう無記名でもいい

のではないかなと思うのですけどね。でもただ、やはりきちっと書くと。やってもない

ことをやったというふうに書くのではなくて、やっぱりこうちゃんとこう数値を書くと

いうふうにあくまでも平均を集めるわけでしょうから、平均日数を出すわけでしょうか

ら、そういうふうな形でやられていいのではないかなと。内容によっては、政党活動な

のか、議員活動なのかというふうな部分の非常に微妙なところがあると思うのですけど

も、これも本人しかわからないことですから、あくまでも議員活動だと言えば僕は出し



ていいというふうに思うんですよ。それで良く活動したように見せているというふうに

思われるかもしれませんけど、そこはだから無記名ならばそれこそわからないことです

し、だれがどう活動したかで。ただ、議員活動してる数値を、１６人いる中で平均は、

大体１００何日から１００何日だというふうな出す根拠を先ほど言われた仮に報酬引き

上げが出たときに、議員活動はこれだけしてます。というのをきちっと出せる根拠とし

ては、あってもいいかなと。改めて僕自身もこれつけるとね。いやこれだけしか活動し

てなかったのかとかなるかもしれないですよね。もっと頑張らなければいけないかもな、

というふうに思うかもしれませんし、そういう意味では、私は別に余りこだわってない

ですね。やってもいいんじゃないかな。 

懸念する人がいるならば、もう名前出さずに数値だけ出してもいいのではないかなと

いうふうに思うのですけども、以上です。 

○委員長（山口憲一郎委員）

喜々津委員。 

○喜々津英世委員

まさに今言われたとおりです。ただ、これをそのまま公表の対象とはしない。あくま

でも集計したもので平均がどうなります。というのは、この特別委員会の中でやっぱり

しっかり報告をしていかなければいけない。今後、そういったことが、今後の特別委員

会の調査の中では出てくるという。ただ、それも誰が何日だったということではなくて、

トータルとしてこうでした。あえてその１６人の名前を伏せたところで、１人１人の活

動も出してもいいかなと思っているのですが、それはまた今後、これは情報公開の対象

になりますから、どこまでやったらいいというのは別になりますけれど、調査はやっぱ

りしっかりとやっていきたいなというのが本音であります。以上です。 

○委員長（山口憲一郎委員）

金子委員。 

○金子恵委員

河野委員がおっしゃったことにちょっと近いのかもしれないのですけれども、この表

で出てくる数字というのは、結局、考え方に載っている全国標準比率、この３０％とな

っているのが、実際、長与町議会ではどうなのかというところの数字を出すための資料

になるものであって、情報公開まで私は要らないと思うのですよね。なぜかと言ったら

この委員会に入るに当たって、いろんな所の事例とか見ましたけど、そこまでのまず公

表はしていないと。その数字を求めるだけのただの資料として、記入をしてもらって、

その比率を求めるためだけのもの。だから、竹中委員がおっしゃったようにそれぞれ活

動方法も違いますし、そこで数字の差が出てくるかもしれないけれども、長与の町議会

としてはどのくらいの数字であるというところに、この資料を書く目的というのを置い

て書いていただくというふうにしていったら、その情報公開までは私は必要ないという

意見です。以上です。 



○委員長（山口憲一郎委員）

ありがとうございます。 

西岡委員。 

○西岡克之委員

今、金子委員の言うようにそこは委員長・副委員長がしっかりしませんというふうに

言っとかないと先ほどの含みを残したような言葉だとちょっと疑心暗鬼をしますね。私

は。何回も言うように議員としての活動のレベルが違うんですよ。例えばの話、極端な

例を言えば道を走っててあそこに穴ぼこがある。あそこは雑草が生えてる。あそこの白

線消えかかっている。ずっとつけていけば３回つけたということなるんですよね。それ

も１つの活動でしょうし、竹中委員が言われたように自費で陳情に行ったと、それが結

果生きて例えばどっかの道路ができたということにもしなったとしたら、それもそれで

大きな活動ですし。ではどっちがどっちなのという話もあるんですね。住民の方は、回

数を見るかもしれないし何遍も言うように、その辺の議員の活動の深さ広さというのが

違うので、そういう情報公開とか活動とかそういうことをやめていただきたいし、ただ

端的に数字を見るだけのバックデータにするのであったらば、無記名で名前を出さずに、

それならば賛成できないこともないですけども、これだけ議員は動いているんだという

形のそれなら賛成できないこともないですけども、まだ心のどっかで反対してる部分も

ありますけどね。しかし、議長に諮問して出したときに誰がどれだけここに議員名も書

けとかなんとか書いてきとったらちょっとそこは違うのではないかなと私思います。 

以上です。 

○委員長（山口憲一郎委員）

喜々津委員。 

○喜々津英世委員

私がさっき言ったのは、基本的に例えば１６人分が定数化された。そうすると例えば

Ａ議員は、年間議員活動、議会活動、これ個人的な活動ではなくて、この区分Ａの部分

については、議会事務局に全部データがありますからこれをします。区分Ｂと区分Ｃに

ついて、自治会とか各種団体の行事とか、そういったものの参加がどうだったかとそう

いったものを出して、そうすると集計結果が、例えばＡ議員は法定上の議会活動は何日

間、それ以外の個人的な議員活動が何日間、合計何日間。その集計結果が議会全体の集

計結果になる。平均が何日間と。だからその程度はやっぱり出して会議の資料としては

出さないといけないだろう。これは公開になる。ただこれを議員名まで入れて、それを

会議資料とすることは問題があるので、そこは考えておりません。ですから無記名でも

いいのではないかということであればそれでも別に構いませんけれども。逆に言えば、

堂々と私はこれだけしました。そういうことをきちっと報告するのに何の問題があるの

かなと。先ほど言われた車で行ってる時にあったから、そういう小さな活動から陳情の

大きな活動とか言いますけど、そういう大小じゃなくて、議員としてどういう活動をし



たかということですから、そう深く考えずに調査には書いてもらえばいいと思う。 

○委員長（山口憲一郎委員）

竹中委員。 

○竹中悟委員

欄の中で見たのだけど、これは議会活動なのかなと僕は思うのですよ。出席が議会活

動だったら、他のやめてそこに参加しとけば議会活動になるわけですかね。そうではな

いでしょ。あくまでも住民から選ばれたんだから来賓という形の中で、その場を盛り上

げるために皆さんご出席になると思うんですよ。その中で意見を聞いたりするというこ

ともそれはもう議員活動なるかもしれないけどね。それと同時にこの情報開示をしよう

と思ったら今の状況ではこれはもう隠せませんよ。はっきり言って。情報開示は、委員

長・副委員長で止めておきますとそしたら初めから出さなくていいわけです。出すので

あれば堂々と名前を書いて出すべきだと。情報開示も受けるべきですよ。開かれた議会

なんだからね。そんなここだけは、「いやしません」とかそういうことは出来ないです

よ。はっきり言って。もっとオープンにしないと。だから、この様式を見て、行事に参

加したことが議員活動なのかと不思議でたまらない。基本的な考え方を僕はいつも同じ

ようなこと言ってるけど、２元代表制の中で片方が執行権、結局その監視をして提言を

する私たちは役割があるわけですから。報酬としても要は生活給ではなくて、それに対

する対価だから。それは議員の基本的な部分ですからね。だから何に参加したとか一般

質問を三回したとか、そういう問題ではないと思うのですけど。しかし、そういう欄は

書くところはあるけど、これを見る限り担当課が何か行事をしたときに参加。はい議員

活動です。３回しました。３回もでてる。私は１回でした。あーしてないね。こういう

感覚しかないですよね。だから非常に僕は危険性があると言ってるのです。議員活動の

根本的な考え方がちょっと違うのではないんですか。 

○委員長（山口憲一郎委員）

喜々津委員。 

○喜々津英世委員

おっしゃることもわかります。けれども基本的にやっぱりこの全国標準というのが、

首長の職務遂行日数に対して、議会活動あるいは議員の活動日数がどうなのかというの

がもともとの基準になっておりますし、昭和５３年にあり方が報告をされてます。その

前に５２年に実態調査を実施されたそういう経過もあります。したがって組長比率を基

準として、我々の議員報酬が決まっているということは事実ですから、この議員報酬を

議論するときには、長与町の首長比率はどうなっているか。言われたときにこの調査が

なければ、何もデータも何もなくて、あなたたちは上げるのかとやっぱりそういう問題

になってくるわけですよね。したがって確かに議員活動の濃淡はあることはそれは十分

理解をしています。例えば竹中議員が言われたように、自治会活動とかには呼ばれない

ので、なかなか参加をしてない。しかし、そういう一方では、議員個人としていろんな



陳情をしたりとかしていると。それはそれで特徴がある議員活動ですからそれも全部ひ

っくるめて、議会活動が何日間、議員活動が何日間と。その集計結果は尊重してこの議

員報酬問題を議論しないといけないというのが考え方ですので、何としてもこれはやっ

ぱりご理解をいただいて、調査を協力していただきたいなと思います。以上です。 

○委員長（山口憲一郎委員）

それぞれ出ております、賛否いろいろあると思いますけども、やはり私たちの考えと

しては、今、副委員長が言われたように進めていければという思いはしています。 

西岡委員。 

○西岡克之委員

仮にこれ進めたとして、ここの調査票の平成２７年５月１日から２８年４月３０日に

日付がなってますね。これもう過ぎてるわけですよね。どうやって拾うのですか。町の

主催行事というのはわかるんですけど、自治会・各種団体・相談・その他というのは、

議員の自己申告になるんですか。 

○委員長（山口憲一郎委員）

喜々津委員。 

○喜々津英世委員

まさにそのとおりです。だから議会活動区分Ａについては、すべて議会事務局で把握

してますから、これは議会事務局から報告をしてもらう。それ以外については、議員

個々の活動ですから自己申告です。したがって、１年間のそれぞれ手帳あるいはパソコ

ンで日程管理とかいろいろ個人個人やられていると思いますけれども、そういったもの

をもとに調査を書き込んでもらうとそういうふうに思っております。 

○委員長（山口憲一郎委員）

西岡委員。 

○西岡克之委員

１から１０まで手帳とパソコンで管理してればできますけど、何時間かかったとか、

自治会行事に何回行ったとか、各種団体行事に何回行って何時間いたとか、ちょっとそ

れは無理でしょう。例えばの話、私を例にとって見れば、前の自治会長のときには、議

員来てくださいと言ってずっと毎月、ふた月に１回かな。役員会のときは出てたんです

よ。今度の自治会長は、来ましょうかといやもうそんな議員さん出なくて結構です。そ

れくらいのことではいいですよと言われれば、いや出ますからといやいやと言われれば、

私もそこは出れないのですよね。それと各種団体、例えば商工会に会議で行きました。

もう何回行ったか何時間したかわからないんですよ。相談、その他というのは、付けて

いるのもあればつけてないのもあるし、何時間それに使ったかというのはわからないの

ですよ。過去の分は。今からとれと言えばそれはつけるかもしれないですけど、今、過

去の分をどれだけとったか、それはちょっとわかりにくいと思います。多分、皆さんも

そうだと思いますよ。何時間だれとだれが相談に来て何時間会ったか。５月何回だった



かなとか、何時間使ったかとか、ちょっとそれはここで数値化するのは、難しいのでは

ないですかね。私はそう思います。 

○委員長（山口憲一郎委員）

喜々津委員。 

○喜々津英世委員

確かに過去にさかのぼってしないといけないので、難しい部分あるかもしれません。 

ただこれは、あるところでは、もう何日間、例えば５月に何日間、自治会の活動に参

加したとそれを今度は全体の問題として、それは１日に例えば２時間と計算しようとか、

本当のやり方ではないかもしれない。実数把握はできないかもしれないけども、暫定的

にそういった手法をとって、時間を割りだしてそういうところもあります。ですからあ

くまでもこれについては、日程管理というのは、基本的に皆さんしているんじゃないで

すか。そうしないと約束をしているそういったことは、当然書いているわけでしょうか

ら。それはもうわからないというのが、逆に私はわからないのではないかなと思う。 

○委員長（山口憲一郎委員） 

西岡委員。 

○西岡克之委員

過去の手帳、スマホとか見れば何日に行ってるとわかるんですよ。ただ回数はわかる

のですが時間はわからないんですよ。ここに時間まで何時間と書いているでしょう。時

間はわからないですよ。恐らく、私が雑駁な人間かもしれないからわからないだろうと

言われれば、それまでかもしれないですけど。そこまで回数はおおよそ見ればわかりま

すよ。時間はわからないし、相談・その他に費やした時間とかいうのはわからないです

よ。これを１年間洗い出せというのは、データだけで手帳をひっくり返してみればわか

らないことはないかもしれないけど時間はわかりません。時間までね、出さないといけ

ないのかなと。見えないものを見えるようにして書けというのは、これこそデータとし

て役に立たないと思うのですよね。これは。他の人にも聞いてみてください。それは。 

以上です。 

○委員長（山口憲一郎委員）

休憩をしたいと思いますので、１１時１０分までお願いいたします。 

（休憩 １０時５８分から１１時０８分） 

○委員長（山口憲一郎委員）

それでは休憩を閉じて、委員会に戻します。 

喜々津委員。 

○喜々津英世委員

今、調査について、いろいろご意見をいただきましてありがとうございました。基本

的には、今から先のことを書いてもらうとなれば、きちっとした時間とか出てくるので

すが、過去１年間にさかのぼってということでなかなか難しいというのは、私たちも思



っております。ただ、それぞれ日程管理とかしているわけですので、日にちは確実に出

るかと思います。あと時間が、これはもう第３者が判断できるものではありませんので、

それぞれご自分の思い出しながらおよそあの時は体育大会の開会式に行って、それから

終了までずっと応援をしたけども、その中でいろいろ相談を受けたりした。こういった

ものがどれだけあったか。そういったものを考えながらやると。書き込んでいただくと

いうふうにやっていただきたい。どうしてもわからない部分については、５月に例えば

自治会の行事に何日出たとか、各種団体のに何日出たとか、そこについて時間がよくわ

からないということであれば、日にちだけでも構わないかなと思いますけれども、そう

深く考えずに１つ調査表書き込んでいただいて、提出していただくということで、再度

お願いをしたいと思います。以上です。 

○委員長（山口憲一郎委員）

今、副委員長が言われますようにわからないところが、やっぱりあると思いますので、

そういったことを応用しながら進めて書いていただければという思いがしております。

意見も出尽くしていろいろ賛否もありますけども、こちら考えとしては、ぜひこう進め

ていきたいという思いがありますので、皆さんご承知願いますでしょうか。では承諾し

ていただいたとみなして進めさせていただきたいと思います。それから先ほども公表に

ついては、いろいろ出ていましたけども、こちらのそれぞれ必要に応じて、ここの委員

会には出してするときもありますけど、公表をしないということでいいですか。 

岩永委員。 

○岩永政則委員

これでいいでしょうかと言われて、みんな１人も「はい」という者はなかったわけで

すけども、もう少しやっぱりそうですね、それならしょうがないからこれくらいは出そ

うかとか、そのあたりをあんまりかたくなにこの様式に基づいてして、返事がないのに

あんまり進め過ぎてもどうかなとこう思うんです。そのあたりは少し配慮をいただいて、

みんながやっぱり納得をして初めて出していただくわけですから出さなきゃ出さないと

いうことになるかもしれませんけども、黙ってて、反対だったんだから出さないとこう

言われたら、不統一になってしまうわけで、やっぱり返事があるぐらいの進め方をした

方がいいのかなという感じはしますけどね。 

○委員長（山口憲一郎委員）

申しわけございません。また再度、確認をさせていただきますけども、内容について

は、やはり本当にわからない面もあろうかと思いますので、その辺は自分の応用で記入

をしていただければいいのかなと思っております。ただ、参考資料として今回はお願い

をしているものですので、できれば皆さんの賛同を得て先に進めていきたいというこち

らは考えております。 

岩永委員。 

○岩永政則委員



この考え方の真ん中ぐらいにありますように全国標準の比率があるわけです。その下

に全国標準比率の根拠として四角で囲ったものがありますですね。町の長が年間３３０

日、一般議員が１０３日、これは平均ですよね。そういうことで３０何％、１.２％に

なりますよとこういう形なんですね。そうすると逆にそれでは全部出してしまって、お

互い出したと仮定しますね。９５日とか８０日になるかもしれません。そしたら全国比

率を上回わらなければ、例えば値上げをするという根拠にはなり得ないわけでしょう。 

そんならもうそれでとまりということに、打ち止めということになりかねない。しか

しその考え方はこれだけではないということで、やっぱり１回目に配布をいただいた資

料の中にもありますように県内の首長に対する比率というのが、一目瞭然わかる表にあ

りますよね。だからあんまりこの全国平均が、こうなんだ、ああなんだということを前

提にしていきますと出た結果が１００日だったということになれば、それで打ちどめに

なるという可能性もあるわけですね。そのあたりはやっぱり弾力的に今後進め方はして

いくという、結果が出たけれども、それはそれで見て、また議論をしていきましょう。

ということは持っておかなければ、出た結果で勝負だということになれば、それで特別

委員会は打ち切りだろうと下げるんですかと。下げる議論しましょうとそういうことに

なりかねないという感じもしますので、そのあたり委員長・副委員長ですね、十分配慮

しながら会の運営をしていただくように要望も含めて、ちょっと考え方も皆さんに披瀝

をしていたほうがいいのではないでしょうか。 

○委員長（山口憲一郎委員）

今、岩永委員が言われますように１つの資料として、それでまたその結果次第では、

また話し合っていくということでやっていきたいと思っておりますので、それを踏まえ

て、この調査を実施できればと思っておりますので、皆さんご理解できますでしょうか。 

饗庭委員。 

○饗庭敦子委員

確認も含めてですけれども、行うということ自体反対はないんですけれども、先ほど

から出てた記名するのかとか、保存方法とかきっちりとしていただいて進めた方がいい

のかなと。もう１点、やはり文書に残すということは残っていきますので、それをずっ

と残していくものなのかですね。今回は調査だけなので、そこで破棄をするものなのか。

その辺も含めて本来は情報公開をした方がいいかなと私は思うのですけれども、そこま

での必要性もないでしょうから、そうした場合に保存をどうするのか。４年後には変わ

るわけですから、議員は。今でもずっと昔の資料を見ますよね、私たちも見ますよね。

必要があれば。そういうときに置いとくものなのか、その辺もきっちり決めてからしま

しょう。ということで進めたほうがいいのではないかなというふうに思います。 

○委員長（山口憲一郎委員）

ありがとうございます。そちらを決めてからその辺をまた話し合うべきか。その前に

結論をもらう前に話すべきかと考えていたのですけども、今意見が出ましたので、情報



公開はしないということでなりましたので、無記名なのか、記名なのか、その辺を皆さ

んの意見を聞いて決めていきたいと思います。よろしくお願いします。 

その辺はどのようにしたらよろしいでしょうか。 

喜々津委員。 

○喜々津英世委員

基本的には会議の資料というのは情報公開対象になりますから、ただ、この調査表に

ついては事務局でこれを入力していく。議会活動区分Ａが何日、区分Ｂが何日、区分Ｃ

が何日、トータル幾らと。この入力が済めば調査票をお返しすると各議員にお返しをす

るということで、今度はその調査表をもとに打ち込んだデータが会議資料として残るわ

けですからこれは当然公開の対象になることは間違いないと思う。会議資料として出た

分についてはですね。以上です。 

○委員長（山口憲一郎委員）

西岡委員。 

○西岡克之委員

先ほど岩永委員が言われたように情報公開になっていれば、全く一緒ですよね。岩永

委員と言うことが、全国標準の１０３日を下回った場合に、じゃあ下げろという議論に

なった場合、情報公開してということも住民の方から出てくるわけですよね。出てこな

いと言えないのですよ。出てくることも十分想定できるんですよ。１０３日となって、

１０３日を下回って８０とか９０とかになってきたときに議会は何をしてるんですかと

なったときに、どう理論武装していくのか。そこまでちょっと示してほしいんですけど

も、非常にすいませんがよろしくお願いします。 

○委員長（山口憲一郎委員）

喜々津委員。 

○喜々津英世委員

基本的に仮定の話ですから、もしこの３１.２％を下回ったときに、もうこの会は打

ち切らないといけないという話も出てます。当然あげられないとそういう話もありまし

た。これは考え方ですから基本的に調査した結果が出たことについては、それはやっぱ

り結果は結果として受けとめないといけないでしょうけども、基本的に前から言ってい

ますけれども、住民の声のデータがもうすぐ町民意識調査の結果もあがってくるでしょ

うし、議員定数のときもそうでありましたけれども、それを尊重しながら議論していく

ということなると思います。葉山町みたいに４６％となったとそういうときにそれに見

合うだけのそれを上げるべきだというふうになるのかといえば、それは、そうもいかな

いだろうと簡単には。ですから上がってきた皆さんから報告をしていただいたデータは

データとしてきちっと現実を受けとめないといけない。その結果として、この議員報酬

の問題をやっぱり取り下げるのか。いやそれでもやるというのか。これはこの特別委員

会の中ではなかなか議論は、意見の一致を見るということは難しいでしょうけども、現



状を認識するという意味では、やっぱり調査は必要であろうとそういうふうに思います。 

○委員長（山口憲一郎委員）

西岡委員。 

○西岡克之委員

今の副委員長の話では、仮定の話ですという前置きされて言われましたけども、それ

はもう想定をしておかなければいかんでしょ。仮定ですからと言われたのですけども、

ちょっとその話はこの会と矛盾しているのではないのですか。そこに向かって印鑑を押

された委員さんもおられるし、方向性というか、ベクトルはそっちを向いているわけで

すよ。それを仮定ですから、仮定ですからと何か否定したような話になったら議論自体

がもう続かないというふうに思うのですけども、そこはいかがお考えですか。 

○委員長（山口憲一郎委員）

喜々津委員。 

○喜々津英世委員

ですから、西岡委員が言われることもわかります。わかりますけども、それを前提と

してこの委員会審査を進めていくということについては、やっぱり問題があるのではな

いかな。私はそういうふうに思っております。 

○委員長（山口憲一郎委員）

先ほども岩永委員から出ておりました結果次第では、また、今、副委員長もいろいろ

おっしゃいましたけども、またその時は話し合いの中で、皆さんの知恵を借りながらや

っていければと思っていますので、ご承知いただけばと思っております。 

河野委員。 

○河野龍二委員

以前、浦川委員も言われたことがある報酬引き上げ前提の会議かというふうな部分で

ちょっと言われた経緯があったと思うのですけども、私もその委員会の特別委員会の設

置については賛成をしましたけど、じゃ引き上げ限定かというとそうではないんですよ

ね。引き上げようという議員が集まって、そういう要望をされたというのは知ってます

けども、議論は引き上げるべきかどうかという議論なんですよね。それをどう判断する

かという前提の資料が僕はたくさんいると。単に低いから引き上げないといけない。じ

ゃあさっき言われたその根拠は何なのかという部分も含めて、やっぱりそれはずっとや

っぱりいろんな情報をたくさん得て、やっぱり住民の皆さんの声も聞いてというふうな

形が必要だというふうに思いますんで、今言われた引き上げるべきじゃないかという議

論の中で、そういう数値が低く出たらもう引き上げられんじゃないかというふうな議論

も出ましたけども、場合によってはそうかもしれないですよね。そういうふうな形で出

たら、その議論をするための僕は資料だというふうに思いますので、じゃそれを度外視

して引き上げようと思ってる人は、また、別の機会で引き上げようという形で出すかど

うかというところはまたそこのまた別の機会で。この特別委員会全員でやるというのは、



そういういろんな情報に基づいて、数値に基づいてじゃあ妥当かどうかと、もしかした

ら高いかもしれないというふうな形も結果として出るかもしれませんけども、それがこ

の特別委員会の成り立ちだと思って特別委員会の設置に賛成したので、そこに皆さん、

引き上げようではないかという議員の皆さんも、まずはそこから目線を持っていくとい

うのが必要じゃないかなというふうに思うんですよね。もうマイナス数値ばかり出たら

ちょっとできないのではないかというふうな、それはそう結果がなったらもうしょうが

ないと思うんですよ。そこはそこで議論していくべきではないかなというふうに思いま

す。以上です。 

○委員長（山口憲一郎委員）

岩永委員。 

○岩永政則委員

今の河野委員の考え方は私は賛成ですね。というのは上げる、上げないは別として、

現状どうあるべきかというのを見えた場所で議論をしてきましょうというのが、この特

別委員会だということは前々回も申し上げたように、そのあたりで今回のこの調査につ

きましても、やっぱり見えるような形の調査をしていこうということで、その内容をこ

の調査の内容につきましては、いろいろもう少しこう工夫する部分もあるだろうという

ことを感じます。いろいろ皆様方の意見を聞いてですね。それから、先ほど私、発言を

したのは、この調査をあくまでもその値上げをするとか値下げをするとかそういう面の

基準に置くべきものではないという発想で先ほどの発言は申し上げたつもりです。誤解

を招かないように。だからあまりこれを重視して皆さん方みんな出した結果が１０３日

以下だったということで、それはもう打ち切りだということにならないように現実は現

実を踏まえながら、もう少しどうなのかという議論は、やっぱり先に進めていくという

そういうことを前提に委員長ご配慮いただきたい。ということを申し上げたわけですね。

あまりこの調査票がどうなのかということで、打ち切りだ、もう終わりだといや始まり

だということの議論はそこに置かないように、現状把握という意味で調査はとるのです

よ。ということだけは認識を持ってしていただきたいということで、全く河野委員と同

じなんです。したがって、前々回も申し上げましたように結論がどういうふうになるか

は、それはもうその時点でそれをそのまま議長に答申をしていくということで、その後

の話はこれは別ですから、議論をこっちに置いておかないといけないですからそういう

区分けをしながらみんなで見える議論していきましょうね。というのがこの特別委員会

だということを再認識をお互いしていただきたいなと、また私もそう思っていきたいと

いうふうに思います。以上です。 

○委員長（山口憲一郎委員）

堤委員。 

○堤理志委員

この間の特別委員会の中で、一つはやっぱり議会活動・議員活動が一定どういうふう



になってるのかを調査するというのもありますし、また、その後住民の意見も聞くし、

学識経験者の意見も聞こうということで、いろんな手順を今後踏みながらいろんな意見

を聞いていこうというのが、そこはもう皆さん合意されてるわけですよ。あくまでも今

回のやろうとしている調査というのは、その参考資料のデータの１つとして収集すると

いうことであって、さっき結論云々という話が出ましたけれども、前の資料も見てもそ

ういうふうになってますので、あくまでもいろんな検討材料の１つなんだというとらえ

方でというのも理解しとけばいいのではないかと思うんですけどね。 

○委員長（山口憲一郎委員）

浦川委員。 

○浦川圭一委員

今の参考資料の１つとして簡単な資料程度だということの認識かもしれませんけど、

一方では、公表されるということもおっしゃっておられるわけですよね、公表の対象に

なるということも。先ほど西岡さんからもあってましたけども、１年前のことでそんな

にその記憶もないとかですね。そういったこの信憑性がないわけですよね、その結果に

ついて。そういったものを出されていくら参考資料かもしれませんけど。一方では公表

するとそういう中で、私は基本的に反対だから言わせてもらうのですけど、そういった

ものを出してどうなのかな。さきほど岩永さんおっしゃられるように下がった時の私は

もう現状維持でというのが１番考え方あるのですけども。そこに何ですかね、調査をし

ていったときに、割り込んで行ったときは、その資料を公表するとか、そういう話にな

ってると相当やっぱり厳しいこれは下げざるをえなくなるんじゃないかなというような、

いくらあくまでもその時は参考資料ですからというようなことを言われても、公表する

以上はそういう結果になっていくのではないかなというのもちょっと心配をするもんで

すから、調査についてはどうかな。私も、どうですかと言われて返事はしなかったので

すけど。基本どうですかと言われれば反対です。 

○委員長（山口憲一郎委員）

安部委員。 

○安部都委員

数値を出すという意味は、これやっぱり参考資料として必要なのかなというふうに思

いますけれども、やはり議員活動としては数値のみで判断するとされるという危険性も

ありますので、非常に好ましくないのかなというふうに思います。あくまで参考資料と

して出す。そして、一人一人の議員の活動としてではなくって、ここでは議員全体と議

会全体として、議員全体としての平均値として出すわけでしょうから、だから、一人一

人の評価としてはそれは別なところでやってくださいと。それぞれ私たちも議会が終わ

ったら、それぞれ議会だよりなんかも出してそれぞれ配ってますので、だからそういっ

た１人１人の評価につながることではないと思うのですね。あくまで議会としての議員

全体としての平均として報酬はいくらなのかということを理解していただくためには、



その公表自体は、余り好ましくないなと。ただ、議会として平均これだけの日数があり

ましたよという分にはよろしいかと思います。そしてまた、調査資料につきましては、

今後、マル秘にするのか。そして公表というのは余りこの時点では好ましくないのかな

と。あくまで参考資料として、マル秘として個人に返すのかなと。個々人の参考資料と

しては、しっかりと自分たちでやればいいわけですからね。 

それはもう町民の方たちが皆さん見てらしゃいますので、そしてまた長与町議会がこ

のようにいろんな報酬についての議論をしてるということは、私たちもフェイスブック

でもいろいろ上げてますし、他の町議会・市議会でもやっぱりいろんな方たちから長与

町が先進地として、そういったことを会議をしてくれるというのは非常にありがたいと

いうことで、やはり他の他市町からもまずは長与町としてしっかりと議論をしてくださ

いみたいな声までやっぱり上がってますので、そこは賛成派、反対派いろいろなことが

ありますからね。特別委員会で答えが出ないので、ここはあくまで議論の場として、そ

れぞれのところで先はやっていっていいのかなと。住民の方たちには、ただこういうふ

うに形で出てますけどということで参考として、お話を出していただくというふうなこ

とでよろしいのではないですかね。 

○委員長（山口憲一郎委員）

公表について、ちょっと委員長と副委員長ちょっと意見が違うようで、私がさっきは

公表しないということで言ってたのですが、ちょっと考え方が違うようで。 

喜々津委員。 

○喜々津英世委員

基本的には、さっきもどなたかの質問に言いましたけれども、この調査表を提出され

たものについては公表しないということを申し上げたわけですね。それは。さっき申し

上げたのですよ。だから会議資料として出されたものは、 

○委員長（山口憲一郎委員）

しばらく休憩をいたします。 

（暫時休憩） 

○委員長（山口憲一郎委員）

委員会に戻します。 

先ほどの公表については、確認をしまして公表しないということに決めました。 

それと質問が出ております無記名か記名かという件については、今から決めさせてい

ただきたい。それで、この資料を破棄をするのか、しないのかという意見も出ておりま

したけども、この事務局にデータを入れ込んだら皆さんにお返しするということで、こ

ちらとしては思っておりますけども。 

喜々津委員。 

○喜々津英世委員

その確認ができないではないかとなったときにどうするの。 



○委員長（山口憲一郎委員）

そうですね。 

喜々津委員。 

○喜々津英世委員

コピー取って返したのではないのか。疑えばきりがない。 

○委員長（山口憲一郎委員）

舵取りがあちこちで申し上げございません。まだ決まっておりませんので、するとな

ったら記名で、入力をして返すということで、よろしいでしょうか。まずするかしない

かを決めないと、するとなったら記名ということでお願いします。 

浦川委員。 

○浦川圭一委員

一応ですね、このＡの部分を事務局で算定をしていただいて、Ｂ・Ｃについては、ち

ょっと自己課題ということで、各自に調査をさせて、１回意見を持ち寄るという話はで

きないですか。作った後は確実に出すし、大体、自分の場合は１０３日を上るのか、割

ってくるのかというのも大体わかる中でそういうものを持った中で、いろんな議論がで

きるのではないかなと私は思うんです。これは先ほどから言われるように下がったとき

は、私はおおごとだと思っているんですよ。大変だと思いますので。 

○委員長（山口憲一郎委員）

河野委員。 

○河野龍二委員

自分が持っていてという話ですけど、まだそれも極端に言えば超えれば出すけど、超

えなかったら出さないというふうなちょっと都合が良すぎるのかなと。僕は、その下が

ったことの心配ですけども、下がったら下がったで、じゃあどんだけ頑張るかというふ

うなそういう気持ちの切りかえをしないといけないのではないかなと。住民がこれは下

げろと言ってくるだろうと。いやいや、我々はこれからこういうふうにかんばっていく

よという姿勢を見せないといけない１つの資料になるのではないかなというふうに思う

んですよね。だからそういう声が出てくるかもしれませんよね。当然、また請願だとか

出てくるかもしれないけども、そこでやっぱり議員として活動していくからというふう

な意味でなく、極端に言えば住民にわかってもらえるというふうな取り組み姿勢に変え

ていくというのも大事かなというふうに思うんですけどね。だから実数は実数でちゃん

と数字を上げるという方が、住民の人もわかりやすいと思うんですけどね。と思います。 

○委員長（山口憲一郎委員）

２つの意見が出ておりますけども、私たちの考えとしては、やはり今、河野委員さん

の言われたような方向で考えているわけであります。それと先ほどから期間について、

昨年、２７年６月１日から今年の４月３０日までという期間、皆さんに要請したわけで

ございますけども、それをやはりこちらの方としてちょっと考え方を少し変えまして、



記憶がまだちょっと半年ぐらい遅らせればまだ、去年の４月からよりは記憶があるので

はないかということで、事務局の方にその辺を言っていただきたいと思っております。 

課長。 

○議事課長（富永正彦君）

まず活動の期間ですけども、今現在、去年の５月から今年の４月いっぱいということ

で１年間を切らせていただいております。どうしても１年という単位はやはり必要だろ

うということで考えておりますし、過去の分でないと区分Ａのうちが押さえてる部分は

実績がございませんので、直近の１年とさせていただく提案をさせていただきたいと思

います。提案の日にちは２７年の１１月１日から２８年の１０月３１日と今月いっぱい

を一つの区切りとしてさせていただきたいと考えておりますが、いかがでしょうか。 

○委員長（山口憲一郎委員）

今こう提案をしたわけでございますけども、期間に関してはいかがでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

中村委員。 

○中村美穂委員

期間の件は近い方がいいのかもしれないと私も思うのですけど、実際、区分Ｂなんか

はほとんどないのかなと思ったりしながら聞いておりましたけれども、実際、その時間

にこだわる算定のことなんですけど。例えば２時間だったら４回で１日という算出のた

めに時間をということでされてるんでしょうか。その辺は日数を求めるうえの算式では、

そのような形で考えられてるのかどうかお尋ねします。 

○委員長（山口憲一郎委員）

喜々津委員。 

○喜々津英世委員

これは両面作戦と言えばおかしいのですけども、当初は日にちだけ書いてもらえば、

あとそれにおおよその基準を当てはめて時間を、例えば何かの大会に出た成人式に出た。 

これに対しては、例えば何時間とか、そういうふうに時間は標準的なものを掛けて時間

の割り出しをしようかという考え方もあったのですが、それぞれ議員の皆さんは、日程

管理をしておられるだろうからわかる範囲で時間も書いてもらえばより正確なんですね。

よりデータが出るのではなかろうかなということで、時間も書いてもらうようにしたわ

けですね。今、事務局から提案がいただきまして５月からを１１月からと記憶をより鮮

明になってくると思うのですが、こういったことでもやっていただければ、やはり何と

してでも今、議員報酬問題をどうするかという前提となるものは、こういったデータを

やっぱりきちっとした上で、住民の意見を聞き、説明をしいというのが大事ですからそ

の根本ですからひとつよろしくお願いします。 

○委員長（山口憲一郎委員）

中村委員。 



○中村美穂委員

実際両面からということでおっしゃいましたけど、結果的には、例えば２時間掛ける

４だから１日という計算方法なんでしょうか。それともう１つ、例えば団体の役員を含

まれないというふうになってるのでそこは理解いたしますが、町民体育祭は、私は自治

会の役員で１日いたのか、議員だから１日いたのかと言われれば、非常に答えに難しい

ところがあるんですね。そういったもの皆さん他にあられると思うのですけれど、まず

その２時間を４回で１日と算出するのかと。後半の質問については、議員本人に任せる

ということであろうかと思うのですが、ちょっとそこを再度お尋ねします。 

○委員長（山口憲一郎委員）

喜々津委員。 

○喜々津英世委員

今、自治会の体育祭のことを言われましたけれども確かに主催団体として、自治会と

か体育協会とかそういったものが入ってるわけですね。ただそれはあくまでもその町民

挙げての大会とするためのいわゆる方便であって、基本的にそれは議員として案内が来

たわけですからそれは議員の活動という中で入れてもいいと思います。例えば私がソフ

トボール大会を皆さん来ていただいて、しかし、私はソフトボール協会の会長なので、

自分はその活動にだめだというそういう意味ですから。 

○委員長（山口憲一郎委員）

それぞれ自治会長しておられれば難しいところもあるかと思いますけど、その辺は応

用でしていただきたい。 

饗庭委員。 

○饗庭敦子委員

そもそも、この調査票の時間は要らないんじゃないかというのが私の意見です。そし

て、時間をもって２時間が４回やったから８時間として１日とカウントするのか。カウ

ントの仕方、先ほど岩永委員からもありましたけれども、事例に出てる全国町村会議の

１０３日は、イコール掛け８時間の１０３日なのか、その辺が明確にしないと書く方も

書きにくいと思うんですね。だからできれば時間はもういらないのではないかというこ

とで決めていただければ、余り問題ないのかなというふうに思います。 

○委員長（山口憲一郎委員）

浦川委員。 

○浦川圭一委員

私は今言われたこの全国町村会の調査の算定方法に合わせないとならないと思うので

すよ。ここの１０３日が掛ける８時間とされていたらそうしないとと思います。そうし

ないと比較ができないわけですよね。だからそこは同じにするべきだと思います。 

○委員長（山口憲一郎委員）

しばらく休憩します。 



（暫時休憩） 

○委員長（山口憲一郎委員）

休憩を解いて委員会に戻します。 

今議論になっているのは、時間をもうやめたがいいのではないかということと、私た

ちとしては時間を含めてという議論が２つに分かれておりますけども、やはりいろんな

意見を聞いていますといろんな不具合なところもあるかと思いますけども、その時間を

日数だけにした方が皆さんが書きやすいのではないかということからそれでいきたいと

いう思いはしておりますけども。 

浦川委員。 

○浦川圭一委員

例えば、学校の運動会とかに案内が来て、そういうのも対象になるんですよね。行っ

て開会式が終わって帰ってきたとに１日というのは、私は申しわけないと思います。 

以上です。 

○委員長（山口憲一郎委員）

喜々津委員。 

○喜々津英世委員

今、委員長から提案を申し上げましたけれども、基本的には日数と時間と両方を出し

ていただくというのが１番ベストではあるのですが、それをわからないと、記録をとっ

てない。そういうこともあろうかと思います。そういう方は、もう日数だけを報告して

いただく。それで全国議長会をやった時のデータと整合性がとれないではないかという

部分もあるかもしれませんけれども、これについては、全国の町村議会がとったデータ

の詳細が私たちわかっておりません。この報告書にも載ってませんので、わかりません

から比べようもないという部分があるのですけれども、基本的にはそれでもって議員の

活動日数・議会活動日数の確定をさせてもらいたいと。ただそれはあくまでも参考資料

だと、皆さんからきちっと時間まで報告してもらえば、またそれは議会活動・議員活動

の実態はこうでしたよ。とできますけれども、それができないということであれば、あ

くまでも参考資料。参考資料の中の参考資料とならざるを得ないという。 

○委員長（山口憲一郎委員）

浦川委員。 

○浦川圭一委員

そしたらいただいてる様式が、例えば５月、何回の何時間と書いておけば、このとお

り書いていればいいと言うことですね。後の集計は事務局の方でされるということでそ

ういうことですよね。わかりました。 

○委員長（山口憲一郎委員）

そのとおりです。 

堤委員。 



○堤理志委員

今、事務局からもちょっと隣で説明をいただいたんですけれども、その議員活動調査

の要領案ですね、これの２枚目に４、５、６、７とあるんですが、６番目ですね、記載

上の留意事項というところがあります。ここの中にまた（１）（２）（３）とあるんで

すが、この（３）のところを見ていただければ、ここの最後の方で移動及び拘束時間も

含め時間単位で記載すること。ということですので、それに沿って書けばいいのではな

いかなと思うんですけどね。以上です。 

○委員長（山口憲一郎委員）

それぞれどういう表現をしたらいいかわかりませんけども、やはりはっきりした時間

というのは出ませんので、わかるところは書いていただき、もうわからないところは空

白でということで、それでよろしいでしょうか。 

岩永委員。 

○岩永政則委員

先ほど委員長から時間についてはもう記載しなくていいと、副委員長から日数だけと

したいとこう言われたわけですよ。記録残っているんですね。それをまた採用しますと

適当な話になってしまうわけでね、言われたことを言われたことで確認をしながら先に

進めてもらわないとまた、堤さん言われるのはもっともだというふうに思うのですが、

それはもう時間は削除するということ言われたわけですからそれでみんな納得したのか

どうか知りませんけどね。そのあたりを確認をずっとして進めたらどうでしょうかね。 

○委員長（山口憲一郎委員）

当然、岩永委員が言われるようにそういう発言はしましたけども、それに対して反対

意見も出ましたので、一応意見を聞いて確認をしたいと思います。 

喜々津委員。 

○喜々津英世委員

私、先ほど言ったのは、基本的には日数を書いていただくとですね。でもわかる人は、

自分で管理しとる人は時間も入れていていただければという意味で言いましたので、基

本的にはやっぱり日数だけということで結構だという意味で言ったわけですので。 

○委員長（山口憲一郎委員）

今、副委員長が言われますように基本的には入れなくてもいい、わかる人は入れてと

いてください。そういうことでよろしいでしょうか。調査の基準は、先ほど変更いたし

ましたけども、昨年の１１月１日から今年の１０月３１日までを期限といたします。調

査票の提出日は１１月１８日の１５時までとするように考えていますけども、皆さん異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

提出日１１月１８日の１５時までに提出をお願いをしたいということでお願いをした

いと思います。 



課長。 

○議事課長（富永正彦君）

今、調査を行うということになりましたので、様式と要領の方を若干修正をかける必

要があると考えております。まず、要領案の議員活動の範囲を区分Ａ、区分Ｂ、区分Ｃ

ということで３つに分けさせていただいております。先ほどから出てきた議論の中で、

１つ変えていきたいところが、区分Ｂの部分、法定外の会議、公務制のある議員活動と

いうことで括弧書きで書いておりますけども、この部分を区分Ｂを区分Ｃに繰り下げて、

先ほど堤委員からお話が出たその他の議員活動と言う枠を１つ増やしたいというふうに

考えます。区分Ｂをその他の公務性のあるところまでを削って、その他の議員活動とい

うことに書き換えて、区分Ａ、区分Ｂに当てはまらない議員活動という枠を区分Ｃに繰

り下げたいと考えます。それと今、区分ＣになってるやつをＢに繰り上げまして、④で

すね、区分Ａに付随する活動ということでしていますが、この部分を区分Ａに付随する

法定外の会議・協議打ち合わせというのをつくり直したものをお送りするようにします。

メールか郵送かどちらがよろしいでしょうかね。メールでよろしいですかね。それでは、

メールの方でお送りをさせていただきたいと思います。それに合わせて様式の方も若干

表記を変えさせていただきますので、それに従って回答をお願いします。以上です。 

○委員長（山口憲一郎委員）

よろしくお願いをいたします。一応、今日の議事はこれで終わりますけども、この２

番目の問題につきましてテーマは考えていましたけども、書き方を説明しておりません

でしたので。 

喜々津委員。 

○喜々津英世委員

皆さんのお手元に意見陳述人推薦書というのがあります。これの公募については、議

会事務局の方でもうホームページにアップしてくれております。そうすると今度は議員

の皆さんから推薦いただく推薦書を立ち上げていませんでしたので、これについては、

ひとつそれぞれ皆さんの考え方で、どなたか賛成なり反対なりしてくれる人がいないか

これについては、この様式で提出をしていただきたいというふうに思います。これは１

番下の方に、中程に意見陳述の枠がありますけれども、陳述区分は議員報酬の引き上げ

に賛成か反対かに丸をして提出をしていただくということと、①が多い場合は、抽せん

により決定しますよと。賛成・反対、それぞれ３人ずつ決定をさせて２８日１３時３０

分開会の特別委員会で参考人聴取を行います。この日時に参加できることが前提ですよ

ということを書いております。それと③が１０分程度ということで、陳述書を作成した

上で意見陳述をされると思いますが、これにもご留意下さい。という事を書いておりま

す。申し込み期限が１１月１１日ですので、遅れないように、ぜひひとつご協力をお願

いしたいと思います。今、公募の状況について、事務局から説明があります。何もなけ

ればないで。 



○委員長（山口憲一郎委員）

富永課長。 

○議事課長（富永正彦君）

公募につきましては、今のところ応募はあっておりません。以上です。 

○委員長（山口憲一郎委員）

もう一つ、今、町民意識調査をやっているわけでございますけども、急に振って申し

わけございませんけども、金子委員長さん状況をお知らせいただければ、わかる範囲で

結構ですので、よろしくお願いいたします。 

金子委員。 

○金子恵委員

１０月２１日で一応締め切りを設けたんですけれども、その後もずっとアンケートの

方が送って来ている状態で、２日前で７２７通だったのが、本日、朝の時点で７３５と

８通、２日間でまた届いているという状況なので、最初、予定していましたとおり今月

いっぱいを期限として、とりあえず待ってみて、それから今、少しずつですけど事務局

の方にその作業をしていただいておりますので、それを持って１１月の８日に広報広聴

のほうで、ある程度精査したいというふうに考えているところです。以上です。 

○委員長（山口憲一郎委員）

ありがとうございます。それからですね、学識経験者の専門的知見の活用ということ

で学識による講演について、講師や日程等がわかっていれば事務局の方からよろしくお

願いしたいと思います。 

中山局長。 

○議会事務局長（中山庄治君）

講師につきましては、山梨学院大学の江藤先生をお願いしようかということで事務局

は思っております。江藤先生は議会改革また議会運営等に精通をされた全国的にも有名

な教授でございまして、この報酬問題につきましては、先ほどから出てました神奈川県

の葉山町で関係をしてると。それともう一つ、長野県の飯綱町というところでも御講演

等なされておりますので、まだ、決定ではございませんが、ただいま交渉中でございま

す。以上です。 

○委員長（山口憲一郎委員）

ありがとうございます。それから第４回の確認事項といたしまして、先ほどから皆さ

んにお願いしていますけども、参考人募集締め切りが１１月１１日１７時までです。そ

れから議員活動状況調査は、先ほども言いましたように１１月１８日金曜日１５時まで

となっておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

それから、次に第４回特別委員会の日程をお諮りしたいと思いますけども、１１月２

８日、月曜日１３時３０分から開催したいと思いますので、よろしくお願いをしたいと

思います。それでよろしいでしょうか。 



（「異議なし」の声あり） 

それでは本当に、本日は進行のまずさで、２番目の活動状況調査も中途半端なところ

もありましたけども、やってもらうということで先に進ませていただきますので、よろ

しくお願いをいたします。 

それではこれをもちまして、本日の特別委員会を閉会いたします。 

本当に皆さん長い時間ありがとうございました。 

（散会 １２時３０分） 

委員長 


